
 

 
 

（資料編Ⅱ-2-10-1）食料及び生活必需品等の備蓄 

１ 食料の備蓄と積算 
 

品目 目標数 計算式 

主食 

①＋②＋③×1.1(予備 1 割)  

1,399,877 食 

→140 万食 

避難所避難者数 54,180 人×3 食×1.5 日分=243,810 食…① 

災害救助従事者数 18,729 人×3 食×3 日分=168,561 食…② 

駅周辺帰宅困難者数 286,748 人×3 食×1 日分=860,244 食…③ 

粉乳 520 ㎏ 避難所避難乳幼児数 867 人×0.2 ㎏／1 人×3 日分 

ほ乳瓶（乳首付き） 1,734 本→1,750 本 避難所避難乳幼児数 867 人×2 本／1 人 

ゴム製乳首（単品） 1,734 個→1,750 本 避難所避難乳幼児数 867 人×2 個／1 人 

番重（蓋付き）   200 ｾｯﾄ 40 セット×5 防災基地 

 

 
２ 防災用資機材 

                                                               

品 名 
仮  設 

トイレ 

簡  易 

トイレ 

発  動 

発電機 
ブルーシート 土嚢袋 

数 量 125 台 2,931 個 117 台 13,868 枚 21,600 枚 

                               (令 和 7 年 4 月 1 日現在)  
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(資料編Ⅱ－2－10－2)給水車等保有状況 （令和７年４月１日現在）
区分

事業体名
4㎥　2台 トラック 1㎥　200基 1㎥　3基 10ℓ　2,030個 6ℓ　103,080枚 応急給水装置　138基
(圧送式) 2t　1台 (折畳式) 発電機　117台
2㎥　1台 クレーン車 投光器　115個

(圧送式) 2台
1.8㎥　4台
(圧送式)

1.65㎥　2台
(圧送式)
1.6㎥　1台

(圧送式)
2㎥　2台 トラック 1㎥　3基 1㎥　11基 20ℓ　489個 6ℓ　4,800枚 応急給水装置　9基

(圧送式) 3ｔ　1台 発電機　9台
2ｔ　1台 投光器　1個
クレーン車 鋼管切断機  1台
2ｔ　1台

2㎥　1台 その他　11台 1㎥　1基 1.5㎥　2基 10ℓ　500枚 応急給水装置　12基
(圧送式) (組立式) (ｱﾙﾐ) 6ℓ　1,900枚 発電機　1台

1.1㎥　1台 1㎥ 4基(ｱﾙﾐ) 鋼管切断機  1台
(圧送式)

3.5㎥　１台 トラック　1台 1㎥　2基 2㎥　33基 20ℓ　192個 10ℓ　53,727枚 応急給水装置130基
3.4㎥　１台 その他　26台 2㎥　2基 1㎥　22基 18ℓ　1,989個 6ℓ　29,498枚 発電機　30台
2㎥　2台 5ℓ　520枚 投光器　3個

4ℓ　8,000枚 鋼管切断機　2台
1.8㎥　1台 トラック 1㎥　　2基 6ℓ　1,500枚 発電機　2台
(圧送式) 1台 0.5㎥　2基

2㎥　2台 トラック 1㎥　5基 1㎥　71基 10ℓ　59,400個 6ℓ　 7,700枚 応急給水装置　65基

(圧送式) 2ｔ　2台 (ﾎﾟﾘﾀﾝｸ) 発電機　5台

3.8㎥　1台 緊急用自動 投光器　4個
(圧送式) (赤灯)2台 鋼管切断機　1台
3.4㎥　1台

(圧送式)

1.7㎥　1台 トラック 1㎥　2基 20ℓ　75個 6ℓ　6,500枚 応急給水装置 11基
1台 (ｽﾃﾝﾚｽ) 4ℓ　1,000枚 発電機　2台

投光器　2個
3㎥　1台 トラック 1㎥　　　　7基 20ℓ　229個 10ℓ　304枚 発電機　　7台

4台 0.5㎥　　  3基 10ℓ　18個 6ℓ　8,642枚 投光器　　1個
2㎥　1台 0.3㎥　2基 20ℓ　50個 10ℓ　4,975枚 応急給水装置 3基

6ℓ　3,000枚
1.8㎥　1台 トラック 1㎥　　3基 1.5㎥　6基 20ℓ　588個 6ℓ　44,415枚 応急給水装置 12基

2台 200ℓ　14基 10ℓ　5,253個 発電機　1台

2㎥　2台 トラック 1㎥　8基 2㎥　1基 20ℓ　325個 6ℓ　22,000枚 応急給水装置　3基

1t 　2台 1㎥　10基 10ℓ　400個 発電機　1台

2㎥　2台 トラック 1㎥　7基 1㎥　　3基 20ℓ　144個 6ℓ　6,000枚 応急給水装置　7基
(圧送式) 1ｔ　1台 5ℓ　　58個 4ℓ　240枚 発電機　6台

トラック 1㎥　　2基 20ℓ　290個 10ℓ　800枚 応急給水装置　3基
1.25ｔ　1台 0.5㎥　10基 10ℓ　530個 6ℓ　800枚 発電機　2台

5ℓ　2,700枚 投光器　2個
3ℓ　1,300枚

1.75㎥　1台 トラック 2㎥　1基 18ℓ　700個 10ℓ　344枚 発電機　5台

2ｔ　1台 1㎥　2基 6ℓ　6,424枚 投光器　5個

給水容器
機材

給水車 トラック等 仮設水槽 給水タンク ポリ容器 飲料水袋

川越市

熊谷市

川口市

行田市

車両

さいたま市

所沢市

加須市

本庄市

東松山市

春日部市

飯能市

狭山市

羽生市

鴻巣市
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区分

事業体名

給水容器

機材
給水車 トラック等 仮設水槽 給水タンク ポリ容器 飲料水袋

車両

3㎥　1台 トラック 1㎥　10個 2㎥　1基 20ℓ　6個 10ℓ　1,220枚 応急給水装置　1基

2t　1台 1㎥　6基 10ℓ　114個 6ℓ　406枚 発電機　4台
4ℓ　3,318枚 投光器　4個

2㎥　1台 トラック 1㎥　15基(布) 18ℓ　443個 6ℓ　11,000枚 応急給水装置　67基

(圧送式) 2台 1㎥ 8基(ｱﾙﾐ) 発電機　4台
1.8㎥　1台 0.5㎥60基(布) 投光器　16個
(圧送式)

2㎥　1台 後方車両 1㎥ 2基(ｽﾃﾝ) 20ℓ 986個 6ℓ  3,500枚 応急給水装置　10基
1.8㎥　1台 12台 1㎥　1基 5ℓ　800枚 発電機　5台

(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ) 4ℓ　14,000枚 投光器　10個
0.5㎡ ｳｫｰﾀｰﾊﾞ
ﾙｰﾝ　2基

10ℓ 2,800個

2㎥　1台 トラック1t 1台 1㎥　1基 1㎥　6基 10ℓ　3,725枚 応急給水装置　5基

その他　4台 6ℓ　400枚 発電機　1台

投光器　2個
2㎥　1台 トラック 1㎥　7基 20ℓ 10個 6ℓ 900枚 応急給水装置　10基
(圧送式) 1.25t　1台 10ℓ 10個
1.6㎥　1台

(圧送式)
2㎥　2台 トラック 1㎥　10基 1㎥　8基 5ℓ　1,720個 6ℓ　10,000枚 応急給水装置　8基
(圧送式) 2t　1台 0.5㎥　3基 発電機　8台

2㎥　2台 トラック 1㎥　1基 10ℓ　4,700枚 応急給水装置　53基

1.5t　1台 6ℓ　2,400枚 発電機  6台
5ℓ　8,000枚 投光器  6個
4ℓ　6,000枚

1台 トラック 1㎥　2基 20ℓ　5個 6ℓ　3,900枚 応急給水装置　7基
(圧送式) 1.25t　2台 発電機　4台

トラック 1㎥　3基 20ℓ　300個 6ℓ　10,000枚
1台 （設置型組立式）

0.9㎥　1基
0.26㎥　1基

2㎥　2台 トラック 0.5㎥　1基 20ℓ　580個 6ℓ　25,000枚

(圧送式) 0.35t　1台 0.7㎥　3基
1㎥　6基

1.7㎥　1台 トラック 1㎥　6基 6ℓ　2,000枚 発電機　7台

1.3t　2台 投光器　8個
1ｔ　1台
軽トラック

3台
2.9㎥　1台 クレーン車 組立水槽 2㎥　　2基 6ℓ　25,199枚
(圧送式) 2.9t 1台 1㎥　5基 1㎥　11基

1.7㎥　1台
(圧送式)
2㎥ 1台 軽トラック 1㎥　1基 1㎥　1基 20ℓ　155個 6ℓ　30,000枚 応急給水装置　5基

4台 0.5㎥　5基
2㎥　1台 トラック　1台 1㎥　11基 0.3㎥　1基 18ℓ　12個 6ℓ　10,980枚 発電機　1台
(圧送式) 指揮車　1台 組立水槽 投光器　3個

1.9㎥　1台 1㎥　25基
(圧送式)

1.6㎥　1台 トラック 1.5㎥　1基 20ℓ　300個 6ℓ　5,900枚 応急給水装置　1基
2t　1台 1㎥　7基

2㎥　1台 トラック 1㎥　　4基 6ℓ　15,400枚 発電機　1台

1t　1台
軽トラック
5台

上尾市

草加市

深谷市

蕨市

戸田市

朝霞市

志木市

入間市

新座市

久喜市

富士見市

三郷市

和光市

八潮市

蓮田市

幸手市

1㎥　ｳｫｰﾀｰﾊﾞ
ﾙｰﾝ10基
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区分

事業体名

給水容器

機材
給水車 トラック等 仮設水槽 給水タンク ポリ容器 飲料水袋

車両

2㎥　1台 トラック 1㎥　1基 1㎥　1基 20ℓ　80個 6ℓ　1,800枚 応急給水装置 30基

(圧送式) 1t　1台 2㎥　1基 発電機　2台
広報車　2台 投光器　3個

2㎥　1台 0.5㎥　6基 18ℓ　60個 6ℓ  14,800枚 応急給水装置　10基
(加圧式) 4ℓ   1,500枚 投光器　2個
2㎥　1台 発電機搭載

車
1㎥　7基 20ℓ　100個 6ℓ　300枚

(圧送式) 3t　1台 0.5㎥　9基 10ℓ　500個 4ℓ　1,100枚
0.25㎥　2基

1.75㎥　1台 トラック 0.5㎥　3基 1㎥　2基 20ℓ　19個 6ℓ　2,123枚

1㎥　1台 1.5t  1台 0.5㎥　1基 10ℓ　51個
2㎥　1台 トラック 1㎥　1基 １㎥　2基 20ℓ　200個 6ℓ　2,000枚
(圧送式) 1.5ｔ　1台

トラック 1.5㎥　3基 20ℓ　112個 10ℓ　500枚 応急給水装置　3基
2台 発電機　4台

投光器　1個
鋼管切断機　1台

トラック　2台 1.5㎥　1基 20ℓ　20個 発電機　1台

投光器　1個
1㎥　2基 500ℓ　10個 6ℓ　1,000枚

トラック 1000㎥　5基 1.5㎥　1基 20ℓ　39個 6ℓ　6,000枚 浄水機　1台
2t  1台
トラック 1.5㎥

　  
1基 23ℓ　 3個 6ℓ　7,400枚 発電機　　2台

2ｔ　1台 (ｱﾙﾐ) 10ℓ　 13個 投光器　　6個

0.35ｔ　1台
緊急車両等
5台

トラック 1㎥　1基 1㎥　1基 10ℓ　52個 10ℓ　2,400枚
1t　1台 1.5㎥　1基 20ℓ　6個

トラック 1㎥　1基 20ℓ　120個 6ℓ　4,000枚 ろ過機　4基
1台 （ｽﾃﾝ） 発電機　12台

2基 投光器　16個

（ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ）
1.8㎥　2基 20ℓ　80個 6ℓ　100枚 発電機　1台
1㎥　1基

1㎥ 1基(ｽﾃﾝ)
0.5㎥　2基
(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ）

0.28㎥　1基 20ℓ　100個 6ℓ　700枚 発電機　1台
投光器　2個

トラック 1m³　1基 20ℓ　 20個 10ℓ　61枚 発電機　1台

1台 0.5m³　1基 6ℓ　210枚 投光器　1個
5ℓ　600枚

トラック 1㎥　2基 20ℓ　15個 10ℓ　310枚 発電機　1台

1.5ｔ　1台 0.5㎥　1基 6ℓ　92枚 投光器　1個
1.65㎥　1台 1㎥　1基 10ℓ　9,223個 6ℓ　15枚 発電機　1台

(圧送式) 投光器　3個
1.8㎥　1台 トラック 1.5㎥　1基 10ℓ　155枚 発電機　3台
(圧送式) 1.5ｔ　1台 1.0㎥　2基 6ℓ　 619枚 投光器　6個

4ℓ　 119枚 鋼管切断機　1台
トラック 1㎥  4基 20ℓ　45個 6ℓ　1,329枚 応急給水装置　3基
2台 0.5㎥　2基 16ℓ　18個

その他　2台
2㎥　1台 トラック 1㎥　11基 1㎥　2基 10ℓ　48個 6ℓ　10,100枚 応急給水装置　7基

1.5ｔ　1台 給水ﾊﾞﾙｰﾝ 20ℓ　140個 発電機　3台

1m³　4基 投光器　4個
1.7㎥　1台 1㎥　1基 6ℓ　6,328枚 応急給水装置　6基
(圧送式)

日高市

吉川市

ふじみ野市

伊奈町

美里町

神川町

上里町

寄居町

宮代町

杉戸町

白岡市

三芳町

越生町

滑川町

嵐山町

小川町

川島町

毛呂山町

ときがわ町

鳩山町

吉見町

東秩父村
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区分

事業体名

給水容器

機材
給水車 トラック等 仮設水槽 給水タンク ポリ容器 飲料水袋

車両

3.65㎥　1台 クレーン車4ｔ 2㎥　40基 20ℓ　3,170個 6ℓ　4200枚 応急給水装置　59基
(圧送式) ユニック2台 1㎥　12基
1.8㎥　4台

(圧送式)
2㎥　2台 トラック 6ℓ　36,800枚 応急給水装置 50基
4㎥　1台 3t　1台

2ｔ  2台
クレーン車
0.75ｔ　1台

その他　1台
2㎥　1台 トラック 2㎥　1基(布) 20ℓ　780個 4ℓ　31,000枚 応急給水装置 42基
(圧送式) 1.25t 1台 1㎥ 2基(ｱﾙﾐ) 発電機  1台

1.5ｔ　1台 投光器　3個

1.75㎥　1台 トラック 1㎥　3基 2㎥ 1基(樹脂) 20ℓ　68個 6ℓ　3,500枚 発電機　3台
(圧送式) 3台 （組立式） 1㎥ 2基(ｱﾙﾐ) 4ℓ　12,000枚 投光器　3個
1.7㎥　1台 0.5㎥ 9基

(圧送式) (PVCﾀｰﾎﾟﾘﾝ製)
2㎥　1台 トラック　1台 1㎥　1基 2㎥　  3基 18ℓ　150個 10ℓ　1,400枚 応急給水装置　1基

1.5㎥　3基 6ℓ　 1,900枚 発電機　8台

1㎥以下　3基 投光器　25個

秩父広域市
町村圏組合

埼玉県企業
局

越谷・松伏
水道企業団

坂戸、鶴ヶ島
水道企業団

桶川北本水
道企業団

0.5㎥　ｳｫｰﾀｰﾊﾞ
ﾙｰﾝ 52基
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(令和7年4月現在）

施　設　名 備蓄水量（ｍ３）

 大久保浄水場 189,400

 庄和浄水場 57,800

 行田浄水場 112,200

 新三郷浄水場 56,448

 吉見浄水場 45,120

 上赤坂中継ポンプ所 104,000

 笹久保中継ポンプ所 10,000

 高坂中継ポンプ所 14,200

 江南中継ポンプ所 19,000

 高倉中継ポンプ所 3,750

合　　　計 611,918

（資料編Ⅱ-2-10-4）食料調達先等

品目 所在地

缶入りパン
乾パン

アルファ米
等

資料編Ⅱ-2-
10-5参照

調製粉乳
資料編Ⅱ-2-
10-6参照

哺乳ビン
ゴム製乳首

資料編Ⅱ-2-
10-5参照

米穀
資料編Ⅱ-2-
10-7参照

副食
（漬物、味噌、醤

油）

資料編Ⅱ-2-
10-8参照

１　米穀卸売販売業者等の手持精米
２　前号で不足するときは、政府所有米穀（政府
所有米穀の販売等に関する事務を委託された者か
ら引渡しを受ける）

関係製造業者手持品

（資料編Ⅱ-2-10-3）県（企業局）の備蓄水量

調達先等

県備蓄品

育児用乳製品卸売・販売業者

県備蓄品
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（資料編Ⅱ-2-10-5）県備蓄食料等保管場所

缶入りパ
ン

（食）

乾パン
（食）

アルファ
米（白
米）

（食）

アルファ
米（わか

め）
（食）

レトルト
がゆ

（梅）
（食）

番重
（蓋付
き）

（個）

哺乳ビン
（本）

ゴム製乳
首

（個）

使い捨て
哺乳ビン

（セット）
※１セット５個入り

総数（救助従事者分除く） 294,816 125,400 196,000 589,000 195,000 200 1,750 1,750 414
越谷防災基地 越谷市北後谷4 048-966-5291 14,016 0 2,500 35,250 7,500 40 250 250
新座防災基地 新座市新塚5077-5 048-482-2575 94,224 0 18,000 130,750 50,010 40 250 250 276
秩父防災基地 小鹿野町長留2936-1 0494-22-3701 29,568 0 5,000 45,500 15,840 40 250 250
中央防災基地 川島町上狢111-1 049-297-7416 94,008 0 17,000 145,000 50,010 40 250 250
熊谷防災基地 熊谷市上川上300 048-526-6210 63,000 0 11,000 97,000 34,020 40 250 250
埼玉スタジアム2002 さいたま市緑区美園2-1 048-878-7001 72,400 250 250
さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ さいたま市中央区新都心8 048-601-1122 63,100 250 250 138
防災拠点校38校 以下のとおり 125,400 142,500 37,620
上尾高校 上尾市浅間台1-6-1 048-772-3322 3,300 3,750 990
朝霞高校 朝霞市幸町3-13-65 048-465-1010 3,300 3,750 990
いずみ高校 さいたま市中央区円阿弥7-4-1 048-852-6880 3,300 3,750 990
岩槻商業高校 さいたま市岩槻区太田1-4-1 048-756-0100 3,300 3,750 990
浦和北高校 さいたま市桜区五関595 048-855-1000 3,300 3,750 990
浦和第一女子高校 さいたま市浦和区岸町3-8-45 048-829-2031 3,300 3,750 990
浦和西高校 さいたま市浦和区木崎3-1-1 048-831-4847 3,300 3,750 990
大宮高校 さいたま市大宮区天沼町2-323 048-641-0931 3,300 3,750 990
春日部高校 春日部市粕壁5539 048-752-3141 3,300 3,750 990
春日部女子高校 春日部市粕壁東6-1-1 048-752-3591 3,300 3,750 990
川口高校 川口市新井宿諏訪山963 048-282-1615 3,300 3,750 990
川口工業高校 川口市南前川1-10-1 048-251-3081 3,300 3,750 990
川越高校 川越市郭町2-6 049-222-0224 3,300 3,750 990
川越工業高校 川越市西小仙波町2-28-1 049-222-0206 3,300 3,750 990
久喜工業高校 久喜市野久喜474 0480-21-0761 3,300 3,750 990
熊谷西高校 熊谷市三ケ尻2066 048-532-8881 3,300 3,750 990
鴻巣女子高校 鴻巣市天神1-1-72 048-541-0669 3,300 3,750 990
越ヶ谷高校 越谷市越ヶ谷2788-1 048-965-3421 3,300 3,750 990
越谷北高校 越谷市大泊500-1 048-974-0793 3,300 3,750 990
坂戸高校 坂戸市上吉田586 049-281-3535 3,300 3,750 990
幸手桜高校 幸手市北1-17-59 0480-42-1303 3,300 3,750 990
狭山経済高校 狭山市稲荷山2-6-1 04-2952-6510 3,300 3,750 990
進修館高校 行田市長野1320 048-556-6291 3,300 3,750 990
杉戸高校 杉戸町清地1-1-36 0480-34-6074 3,300 3,750 990
草加高校 草加市青柳5-3-1 048-935-4521 3,300 3,750 990
旧玉川工業高校 ときがわ町玉川903 0493-65-0881 3,300 3,750 990
所沢商業高校 所沢市林2-88 04-2948-0888 3,300 3,750 990
豊岡高校 入間市豊岡1-15-1 04-2962-5216 3,300 3,750 990
南稜高校 戸田市美女木4-23-4 048-421-1211 3,300 3,750 990
新座柳瀬高校 新座市大和田4-12-1 048-478-5151 3,300 3,750 990
蓮田松韻高校 蓮田市黒浜4088 048-768-7820 3,300 3,750 990
羽生実業高校 羽生市羽生323 048-561-0341 3,300 3,750 990
飯能高校 飯能市本町17-13 042-973-4191 3,300 3,750 990
深谷商業高校 深谷市原郷80 048-571-3321 3,300 3,750 990
本庄高校 本庄市柏1-4-1 0495-21-1195 3,300 3,750 990
松山女子高校 東松山市和泉町2-22 0493-22-0251 3,300 3,750 990
和光高校 和光市新倉3-22-1 048-463-1207 3,300 3,750 990
蕨高校 蕨市北町5-3-8 048-443-2473 3,300 3,750 990

場　所名　称
連 絡 先
電話番号

備　　蓄　　量

（令和７年４月１日現在）
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（資料編Ⅱ-2-10-6）ランニング備蓄委託店（粉乳）

（令和７年４月１日現在）

所在地
電話番号

保管場所
電話番号

委託量

520kg

520㎏のうち、7㎏についてはアレルギー用粉乳とする。

（資料編Ⅱ-2-10-7）米穀卸売販売業者等の事務所及び大型精米工場所在地
（令和７年４月１日現在）

事務所所在地
（電話番号）

精米工場所在地
（電話番号）

（資料編Ⅱ-2-10-8）副食・調味料生産者団体所在地
（令和７年４月１日現在）

食品名 所在地 電話番号

副食

漬物

味噌

醤油

有限会社新井武平商店

埼玉醤油工業協同組合

公益財団法人
埼玉県学校給食会

埼玉県漬物協同組合

委託店名

 株式会社　大木

米穀卸売販売業者名

株式会社ナンブ

株式会社イトーセーブ

株式会社ミツハシ　行田工場

全農パールライス株式会社
埼玉営業所

生産者団体業者名
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            750    742 1,400  30,200 1,096 3,312 3,132      2  2,800 

        3,668 742 1,400 39,500 896 3,312 3,132     20  2,800 
          1,028 742 1,400   12,500 896    2,760 2,016     10  2,800 
          1,558    742 1,400  59,400 2,596 3,496 2,124     65  2,790 
          1,666       742 1,000 39,200 1,096 3,312 3,132     28  2,800 

2 0 0 2    240    744 1,400 28,800 1,270 3,480 3,036   
    7,200    746  4,400 30,000 1,096 3,496 2,628   

3 8    38,073   37,590 37,603       
      54,183 42,790 50,003 239,600 8,946 23,168  19,200    125 13,990 
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注１ ※印は、緊急医薬品等医療セット備蓄場所で、１セットの内容品は次のとおりである。 
 

保管ケース区分 内  容  品 
 診療・創傷ケース 
 蘇生・気管ケース 
 医薬品ケース 
 衛生材料ケース 
 事務用品ケース 

 聴診器、体温計、血圧計、注射器 他 
 蘇生器、喉頭鏡、気管内チューブ 他 
 抗生物質、局所麻酔薬、外用薬 他 
 包帯、ガーゼ、絆創膏、カット綿 他 
 ボールペン、マジック、カルテ 他 

 
注２ ＊印は、軽治療用医薬品等の備蓄場所で、備蓄品目は、ポビドンヨード液、オキシドール、脱

脂綿、ガーゼ、包帯、三角巾及び油紙である。 
 
（資料編Ⅱ-2-10-11）【ランニング備蓄委託店一覧】 

委託店名称 所在地 電話

株式会社スズケン大宮支店 さいたま市北区吉野町2－204-1

株式会社スズケン加須支店 加須市三俣2-2-6
東邦薬品株式会社熊谷営業所 熊谷市問屋町1-2-8
東邦薬品株式会社川越営業所 川越市問屋町14-1

東邦薬品株式会社所沢・志木営業所 所沢市東所沢和田1-43-3

白十字販売株式会社川越センター 川越市問屋町11-2
株式会社富士薬品
セイムス大宮センター

さいたま市西区高木1099

株式会社丸眞 秩父市宮側町13-3
株式会社大木新東京物流センター 鴻巣市常光1515-1
アルフレッサ株式会社熊谷事業所 熊谷市問屋町1-3-8
アルフレッサ株式会社大宮事業所 さいたま市北区宮原町1-205

 

注 ランニング備蓄品目は、医薬品（鎮痛剤、シップ剤、外皮用剤、感冒剤、止瀉
しゃ

剤、整腸剤、糖尿

病薬、輸液、中枢神経系用薬、循環器官用薬、呼吸器官用薬、ホルモン剤、血液凝固阻止剤、アレ

ルギー用薬及び抗生物質製剤・合成抗菌剤）と衛生材料（脱脂綿、ガーゼ、包帯及び絆創膏）であ

り、品目は委託店によって異なる。 
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（資料編Ⅱ-2-10-12） 

災害時の医薬品等の供給に関する協定書 

 

 一般社団法人埼玉県医薬品卸業協会（以下「甲」という。）と埼玉県（以下「乙」とい

う。）は、災害時の医薬品等の供給に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、地震等の自然災害や武力攻撃事態等による災害が発生した場合に、

乙が行う医薬品等供給活動に対する甲の協力について、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 （供給要請） 

第２条 乙は、災害時における医薬品等供給活動の円滑な実施を図るため、必要があると

認めた場合、甲に対して保有する医薬品等の供給を要請するものとする。 

  ただし、やむを得ない事情のため、前述の手続きが取れないときは、乙は直接甲の加

入協会員に対し供給要請ができるものとする。 

 

 （要請事項の措置） 

第３条 甲は、乙から前条の要請を受けた場合は、速やかに措置するものとする。 

 

 （医薬品等の範囲） 

第４条 供給する医薬品等の範囲は次のとおりとする。 

（１）医薬品  

（２）衛生材料 

（３）その他乙が指定する物 

 

 （費用弁償） 

第５条 乙は、医薬品等の供給要請により供給された医薬品等の実績に基づき、供給業者

に支払うものとする。 

 

 （医薬品等の価格） 

第６条 医薬品等の引き取り価格は、災害発生直前における適正な価格とし、甲、乙協議

の上、決定するものとする。 

 

 （協力・連携） 

第７条 甲と乙は、災害時の医薬品等の供給に関し支障をきたさないよう常に点検、見直

しを行い緊密な連携に努めるものとする。 
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 （雑 則） 

第８条 前各条に規定するもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙協議

の上、定めるものとする。 

 

第９条 この協定は、平成２３年４月１日から適用する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通を保有

する。 

 

平成２３年 ４ 月 １ 日 

 

              熊谷市問屋町二丁目５番２号 アルフレッサ（株）内 

            甲 一般社団法人埼玉県医薬品卸業協会 

                              理事長     野  澤   信  明 

 

 

              さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

            乙 埼 玉 県 

                             埼玉県知事  上  田   清  司 
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（資料編Ⅱ-2-10-13） 

災害時の医療ガス等の供給に関する協定書 

 

 埼玉県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本産業・医療ガス協会関東地域本部（以

下「乙」という。）は、災害時の医療ガス等の供給に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、地震等の大規模災害が発生した場合に、甲が行う医療ガス等の確保

に対する乙の協力について必要な事項を定めるものとする。 

 

 （供給要請） 

第２条 甲は、災害時における医療ガス等の確保を図るため、必要があると認めるときは、

乙に対し医療ガス等の供給を要請するものとする。 

 

 （供給要請に対する措置等） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、速やかに会員の中から医療ガス等を供

給する事業者（以下「供給事業者」という。）を選定し、要請事項について措置すると

ともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。 

 

 （医療ガス等の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する医療ガス等の範囲は次のとおりとし、供給事業者において措

置可能な品目、規格及び数量とする。 

 (1) 酸素、二酸化炭素、亜酸化窒素その他の医療ガス 

 (2) 医療ガスの使用に必要な資機材その他甲が必要と認めたもの 

 

 （緊急要請） 

第５条 第２条の規定にかかわらず、甲は、やむを得ない事情により乙と連絡を取れない

場合は、直接、乙の会員に対し医療ガス等の供給を要請することができるものとする。 

 

 （医療ガス等の引取り） 

第６条 医療ガス等の引取場所は甲が指定するものとし、甲は、当該場所において品目、

規格及び数量を確認の上、これを引き取るものとする。 

 

 （配送体制の確保） 

第７条 医療ガス等の配送は供給事業者が行うものとする。ただし、甲は、配送経路の確

保及び交通規制区域内の通行等について必要な措置を講じるものとする。 

 

 （医療ガス等の安全性の確保） 
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第８条 甲は、医療ガス等を使用する施設の安全性を確認する必要があると認めるときは、

乙又は供給事業者に対し当該施設設備の安全性の確認等について協力を要請すること

ができる。 

 

 （費用弁償） 

第９条 この協定に基づき供給された医療ガス等に係る次に掲げる費用は、甲が負担する

ものとする。 

 (1) 供給された医療ガス等の費用 

 (2) 前号に該当しない費用であって、この協定に定められた事項を実施するために要し

た費用 

 

 （医療ガス等の価格） 

第１０条 前条の費用は、災害発生直前における適正な価格とする。 

 

 （細目） 

第１１条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

 

 （協議） 

第１２条 この協定及び細目に定めのない事項並びにこの協定に関し疑義が生じた事項

については、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

 （有効期限） 

     第１３条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙いずれかが

文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。 

 

 甲及び乙は、この協定の締結を証するため本書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、

その１通を保有する。 

 

 平成２４年１１月１５日 

 

                さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 

             甲  埼 玉 県 

                埼玉県知事  上 田 清 司 

 

                東京都港区芝５丁目３０番９号 

             乙  一般社団法人日本産業・医療ガス協会 

                関東地域本部 

                本 部 長  小 池 和 夫 
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災害時の医療機器等の供給に関する協定書  
 

埼玉県を「甲」とし、埼玉県医療機器販売業協会を「乙」とし、甲乙間に

おいて、次のとおり協定を締結する。  
 
（総則）  
第１条 この協定は、埼玉県地域防災計画及び埼玉県災害時医療救護基本計

画に基づき、災害時に甲が行なう医療機器等供給活動に対する乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。  
 
（供給要請）  
第２条 甲は、災害時における医療機器等供給活動の円滑な実施を図るため、

必要があると認めた場合、乙に対して保有する医療機器等の供給を要請す

るものとする。  
 
（要請事項の措置等）  
第３条 乙は、前条の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、要請事項

について速やかに措置するとともに、その措置状況を甲に連絡するものと

する。  
 
（要請に基づく乙の措置）  
第４条 乙は、第２条の要請を受けたときは、その要請事項について速やか

に適切な措置をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 
 
（緊急要請）  
第５条 第２条の規定による供給要請において、止むを得ない事情により、

甲が乙と連絡を取れない場合は、甲は直接、乙の加入協会員に対し、協力

を要請することができるものとする。  
 
（医療機器の範囲）  
第６条 甲が供給を要請する医療機器の範囲は次の通りとし、乙において措

置可能な品目及び数量とする。  
(１) 医療救護活動に必要となる医療機器等 

(２) その他、甲が指定するもの 

 
（医療機器等の供給）  
第７条 医療機器等の供給場所については、甲が指定するものとし、当該指

定場所において、甲の職員又は甲の指定する者等が医療機器等の品目及び

数量を確認の上、受領するものとする。  

（資料編）Ⅱ-2-10-14 
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（供給体制の確保）  
第８条 医療機器等の配送については、乙又は乙の会員が行なうものとする。

なお、乙の配送経路の確保及び交通規制区域内の通行等について、甲は必

要な支援を行うものとする。  
 
（費用弁済）  
第９条 第２条の規定による要請に基づき，乙等が医療機器等の供給を行っ

た場合に要した費用については，甲が負担するものとする。  
２ 前項に規定する費用は  保険償還の対象とされている医療材料について

は、保険償還価格に配送に要した費用を加算した額、その他の品目につい

ては実勢価格に搬送に要した費用を加算した額を基本とし、甲乙協議して

定めるものとする。  
 
（協議）  
第 10 条 前各条に規定するもののほか、この協定の実施に関し必要な事項

は、甲、乙協議の上、定めるものとする。  
 
 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、

各１通を保有する。  
 
 令和５年３月１日  
 
 
              さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号  
 
            甲 埼 玉 県  
 
                             埼玉県知事  大 野  元 裕  
 
 
              さいたま市北区櫛引町二丁目２１８番  
                            株式会社平和医用商会  内  
                     
            乙 埼玉県医療機器販売業協会  
 
                              会 長     國 井  貫 治  
 
 
 

604



 

 

 

（資料編Ⅱ-2-10-15） 臨時給水栓装置保管場所（応急給水装置保管場所） 

 

保 管 場 所 セット数 

総    数   ５９  

 大久保浄水場 ６  

 庄和浄水場 ７  

 行田浄水場 １０  

 新三郷浄水場 ８  

 吉見浄水場 ８  

 上赤坂中継ポンプ所 ４  

 笹久保中継ポンプ所 ４  

 高坂中継ポンプ所 ４  

 江南中継ポンプ所 ４  

 高倉中継ポンプ所 ４  

※応急給水装置とは、送水管路上にある空気弁に設置可能な給水栓をいう。 
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（資料編Ⅱ-2-10-16） 応急資器材及び給水能力 

資  器  材 容量 数量 
基本給水量 

（㍑） 
給水能力 
（㍑） 

給水対象人口 
（人） 

   総     数       166,250   1,163,750       387,914 
 

小 

 

 

 

計 

 大久保浄水場 

 庄和浄水場 

 行田浄水場 

 新三郷浄水場 

 吉見浄水場  

 上赤坂中継ポンプ所 

 笹久保中継ポンプ所 

 高坂中継ポンプ所 

       44,600 
     26,000 
     28,050 
     35,800 
      9,800 
     12,400 
      1,200 
      8,400 

    312,200 
    182,000 
    196,350 
    250,600 
     68,600 
     86,800 
      8,400 
     58,800 

      104,066 
       60,666 
       65,450 
       83,533 
       22,866 
       28,933 
        2,800 
       19,600 

 

給 

 

水 

 

タ 

 

ン 

 

ク 

 大久保浄水場 

 庄和浄水場 

 行田浄水場 

 新三郷浄水場 

 吉見浄水場 

 上赤坂中継ポンプ所 

 高坂中継ポンプ所 

 

 

 

 ２ｍ3 

  １１ 

    ７ 

    ６ 

    ６ 

    ４ 

    ３ 

    ３ 

     22,000 
     14,000 
     12,000 
     12,000 
      8,000 
      6,000 
      6,000 

    154,000 
     98,000 
     84,000 
     84,000 
     56,000 
     42,000 
     42,000 

       51,333 
       32,666 
       28,000 
       28,000 
       18,666 
       14,000 
       14,000 

 大久保浄水場 

 庄和浄水場 

 行田浄水場 

 新三郷浄水場 

 吉見浄水場 

 

  
１ｍ3 

    ４ 

    ３ 

    ３ 

    ２ 

    ０ 

      4,000 
      3,000 
      3,000 
      2,000 
         0 

     28,000 
     21,000 
     21,000 
     14,000 
         0 

        9,333 
        7,000 
        7,000 
        4,666 
           0 

 

ポ

リ

タ

ン

ク 

 大久保浄水場 

 庄和浄水場 

 行田浄水場 

 新三郷浄水場 

 吉見浄水場 

 上赤坂中継ポンプ所 

 笹久保中継ポンプ所 

 高坂中継ポンプ所 

 

 

 

 

２０㍑ 

   840 
   360 
   470 
 1,000 

     0 
   320 
    60 
   120 

     16,800 
      7,200 
      9,400 
     20,000 
         0 
      6,400 
      1,200 
      2,400 

    117,600 
     50,400 
     65,800 
    140,000 
         0 
     44,800 
      8,400 
     16,800 

       39,200 
       16,800 
       21,933 
       46,666 
           0 
       14,933 
        2,800 
        5,600 

 
給

水

車 

 大久保浄水場 
 庄和浄水場 
 行田浄水場 
 新三郷浄水場 
 吉見浄水場 

1,800㍑ 

1,800㍑ 
3,650㍑ 
1,800㍑ 
1,800㍑ 

１ 

１ 

１ 

１ 

    １ 

      1,800 
      1,800 
      3,650 
      1,800 
      1,800 

     12,600 
     12,600 
     25,550 
     12,600 
     12,600 

        4,200 
        4,200 
        8,516 
        4,200 
        4,200 

 ※１ 給水能力とは、1 日 7 回使用を想定した数量をいう。 

 ※２ 給水対象人口とは、県所有資器材で対応可能な人数をいう。（１人当たり３㍑で算出） 
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（資料編Ⅱ-2-10-17） 自衛隊の応援資機材及び給水能力 

 

   資    機    材  容 量  数 量  基本給水量 

給水車（水トレーラー）   １ｔ    9    9,000㍑ 

 

 

（資料編Ⅱ-2-10-18） 給水班編成表 

 

 給 水 拠 点 給水班 

(1班2名) 
    供   給   範   囲  班 の 構 成 

  総     数 ４０班   

大久保浄水場  １０ 戸田市、蕨市、富士見市、志木市、新座

市、朝霞市、和光市、さいたま市の一

部、川口市の一部、ふじみ野市の一部 

大久保浄水場、 

本庁各課等 

 

庄和浄水場 
 

  ６ 

幸手市、久喜市、春日部市、越谷市、白

岡市、杉戸町、宮代町、松伏町 

庄和浄水場、 

本庁各課等 

行田浄水場   ６ 行田市、羽生市、加須市、鴻巣市、北本

市、桶川市、上尾市、蓮田市、伊奈町、

熊谷市の一部 

行田浄水場、 

本庁各課等 

新三郷浄水場   ４ 草加市、八潮市、三郷市、吉川市、川口

市の一部 

新三郷浄水場 

本庁各課等 

吉見浄水場   ２ 吉見町、川島町、熊谷市の一部 吉見浄水場 

本庁各課等 

上赤坂中継ポンプ所   ４ 川越市、入間市、狭山市、所沢市、飯能

市、三芳町、ふじみ野市の一部 

大久保浄水場、 

本庁各課等 

笹久保中継ポンプ所   ２ さいたま市の一部 庄和浄水場、 

本庁各課等 

江南中継ポンプ所  

  ２ 

本庄市、深谷市、上里町、神川町、美里

町、寄居町、小川町、嵐山町、熊谷市の

一部 

行田浄水場、 

本庁各課等 

高坂中継ポンプ所   ２ 東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、滑川町、

鳩山町、越生町、ときがわ町 

吉見浄水場 

本庁各課等 

高倉中継ポンプ所   ２ 日高市、毛呂山町 吉見浄水場 

本庁各課等 
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(
資

料
編

Ⅱ
-2
-
10
-
1
9
）

荒川

送水管路

行田浄水場管轄地域（２３団体２４市町）

吉見浄水場管轄地域（１０団体１１市町）

大久保浄水場管轄地域（１６団体１６市町）

庄和浄水場管轄地域（６団体７市町）

庄和
浄水場

新三郷

浄水場

高倉中継
ポンプ所

吉見
浄水場

P

P

行田

浄水場

江南中継

ポンプ所

P

高坂中継
ポンプ所

大久保浄

水場

上赤坂中継

ポンプ所

P

P

笹久保中継
ポンプ所

埼玉県水道用水供給事業給水区域図
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（資料編Ⅱ-2-10-20）調達及び配分の基準

１　調達先

品目 調達先等 所在地

缶入りパン
乾パン

アルファ米
等

県備蓄品
資料編Ⅱ-2-10-5
「県備蓄食料保管場所」
参照

調製粉乳 関係事業者保管品
資料編Ⅱ-2-10-6
「ランニング備蓄委託
店」参照

哺乳ビン
ゴム製乳首

県備蓄品
資料編Ⅱ-2-10-5
「県備蓄食料保管場所」
参照

米穀
１　米穀卸売販売業者等の手持精米
２　前号で不足するときは、政府所有米穀（政府所有米穀の
販売等に関する事務を委託された者から引渡しを受ける）

資料編Ⅱ-2-10-7
「米穀卸売販売業者等の
事務所及び大型精米工場
所在地」参照

副食
（漬物、味
噌、醤油）

関係製造業者手持品
資料編Ⅱ-2-10-8
「副食・調味料生産者団
体所在地」参照

２　配分基準（一人当たりの配給量）

品目 基準

米穀
被災者　１人１食当たり　精米200グラム以内
応急供給受配者　１人１日当たり　精米400グラム以内
災害救助従事者　1食当たり　精米300グラム以内

乾パン １食当たり　１包（92グラム入り）以内

缶入りパン １食当たり　１缶（100グラム入り）以内

アルファ米 １食当たり　100グラム以内

乾燥がゆ １食当たり　20グラム以内

調整粉乳 乳児１日当たり　200グラム以内

食パン １食当たり　185グラム以内
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（資料編）Ⅱ-2-10-21 
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（資料編）Ⅱ-2-10-22 
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（資料編）Ⅱ-2-10-23 
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（資料編Ⅱ-2-10-24）災害時における応急食品の調達に関する協定締結一覧

食品の種類 協定の相手 所在地 連絡先電話番号

米穀 株式会社ナンブ

米穀 全農パールライス株式会社　埼玉営業所

米穀 株式会社ミツハシ

米穀 株式会社イトーセーブ

生麺 東洋水産株式会社

即席麺 明星食品株式会社

漬物 埼玉県漬物協同組合

醤油 埼玉醤油工業協同組合

味噌 有限会社新井武平商店

パン類 全埼玉県パン協同組合

パン類 株式会社サンフレッセ

パン類 フジパン株式会社

パン類 伊藤製パン株式会社

パン類 株式会社栄喜堂

食パン 埼玉県学校給食パン・米飯協同組合

パン類 第一屋製パン株式会社

米穀・
副食類ほか

公益財団法人埼玉県学校給食会

パン類 株式会社イナベーカリー
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（資料編Ⅱ-2-10-25）災害時における炊飯の委託に関する協定締結一覧

協定の相手 所在地 連絡先電話番号

協同組合埼玉給食センター

株式会社東部アシード

協同組合飯能給食センター

埼玉県学校給食パン・米飯協同組合

株式会社サンフレッセ

有限会社秩父学給パンセンター
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（資料編Ⅱ-2-10-26）災害時におけるＬＰガス応急生活物資等に関する協定 

 

       災害時におけるＬＰガス応急生活物資等に関する協定書 
    （趣旨） 
   第１条 この協定は、埼玉県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）に、

埼玉県（以下「甲」という。）と社団法人埼玉県エルピーガス協会（以下「乙」という。）
とが相互に協力して、被災した県民等に対して行うＬＰガス応急生活物資等に関する協カ事
項について定めるものとする。 

    （協力事項の発動） 
   第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が埼玉県災害対策本部を設置し、

乙に対して要請を行った時をもって発動する。 
    （ＬＰガス応急生活物資の協力要請） 
   第３条 災害時において甲がＬＰガス応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し避難

場所等へのＬＰガス応急生活物資について協力を要請することができる。 
   ２ 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがな

いときは口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。 
    （ＬＰガス応急生活物資の協力実施） 
   第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、ＬＰガス応急生活物資の優先供

給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。 
   ２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、簡易ガスコンロ５００台及びカセットボンべ 1,500

本を指定する場所に備蓄（ランニングストック）し、供給可能な体制を保持するものとする。 
   ３ 乙は、別途埼玉県内の卸売事業者と協定して、ガス容器を県内５カ所にランニングストッ

クし、甲の要請に応じて優先出荷する体制を整備するものとする。 
    （ＬＰガス応急生活物資の運搬） 
   第５条 ＬＰガス応急生活物資の運搬は、甲または乙の指定する者が行うものとする。また、

甲は必要に応じて乙に対し運搬の協力を求めることができる。 
    （費用） 
   第６条 第４条及び第５条の規定により、乙がストックした物資以外に供給した商品の対価及

び運搬等の費用については、甲が負担するものとする。 
    （引き渡し） 
   第７条 ＬＰガス応急生活物資の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員

を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。 
    （情報の収集・提供） 
   第８条 甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して

迅速かつ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。 
   ２ 甲及び乙は、前項の情報提供を円滑に行うため、物価等の生活情報の交換を日常的に行う

ものとする。 
    （その他） 
   第９条 この協定の実施に関し、必要な事項またはこの協定に定めのない事項については、そ

の都度、甲、乙協議して定めるものとする。 
    （適用） 
   第１０条 この協定は、平成９年８月２７日から適用する。 
 
    この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し双方署名押印のうえ、各白ｌ通を保有 
   する。 
 
    平成９年８月２７日 
 
            浦和市高砂３丁目１５番１号 
          甲 埼 玉 県 
             埼玉県知事 土屋 義彦 
 
            浦和市岸町７丁目１２番１号 
          乙 社団法人 埼玉県エルピーガス協会 
             会  長  川本 宜彦 
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（資料編Ⅱ-2-10-27）地震等災害時における代替エネルギーの確保に関する協定 

 

 社団法人埼玉県エルピーガス協会（以下「甲」という。）、埼玉県ガス協会（以下「乙」という。）、

社団法人日本簡易ガス協会関東支部埼玉県部会（以下「丙」という。）及び埼玉県（以下「丁」とい

う。）は、埼玉県内における地震等災害時における代替エネルギーの確保に関し、次のとおり、協定

を締結する。 

 

 

（目的） 

第１ 地震等自然災害や武力攻撃事態等による災害が発生し、電気、都市ガス及びＬＰガスの供給 

 が停止した場合、復旧までの間に避難所等の拠点に供給する液化石油ガスなどの代替エネルギー 

 （液化石油ガスカセットコンロ、カセットボンベ、２０Kg ボンベ及び移動式ガス発生装置などをい 

 う。以下、同じ。）を確保し、もって県民の生命と生活を守る。 

 

（確保すべき代替エネルギーの量） 

第２ 甲、乙、丙及び丁は、相互に連携・協力し、代替エネルギーとして、１日当たり液化石油ガス 

 ２０Kg ボンベ２，０００本相当を、継続して７日間、供給する体制を確保する。 

 

（推進事項） 

第３ 甲、乙及び丙は、次の事項の推進に努めるものとする。 

 (1) 平時の対策 

  ア 地震等災害発生時の被害を想定するとともに、連絡体制、復旧体制、応援体制の計画を予    

   め策定する。 

    イ 電気、都市ガス及びＬＰガスの供給が停止した場合の復旧までの間に必要な代替エネルギ    

   ーの確保及び供給について予め計画を策定する。 

  ウ 地震等災害発生時の対応について、消費者に必要な情報を提供する。 

 (2) 災害時の対策 

  ア 電気、都市ガス及びＬＰガスの供給が停止した時は、丁の要請を受けて県民の避難所等の    

   拠点に必要な代替エネルギーを供給する。 

  イ 地震等災害が発生した時は、県民のライフラインを確保するため、保安に留意のうえ、出    

   来る限り速やかな復旧活動を行う。 

 

（情報の提供） 

第４ 丁は、甲、乙及び丙に対し、避難所の所在地など、代替エネルギーの供給に関し必要な情報を 

 提供する。 

  甲、乙及び丙は、丁から提供された情報をもとに、第３(1)に規定する計画の策定及び見直しを行 

 うとともに、第３(2)に規定する代替エネルギーの供給を行うものとする。 

 

（協議） 

第５  この協定に定めのない事項で協議する必要が生じたとき及びこの協定に関し疑義が生じたと  

 きは、甲、乙、丙及び丁が協議の上定めるものとする。 

 

（雑則） 

第６  この協定は、平成１７年８月２４日から適用する。 

 

 

 この協定の成立を証するため、本書４通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれその１通を所持

する。 
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 平成１７年８月２４日 

 

 

 

         さいたま市浦和区高砂一丁目２番１号 

          エイペックスタワー浦和 オフィス東館４階 

 

    （甲）  社団法人埼玉県エルピーガス協会 

 

         会 長  川本 宜彦 

 

 

 

 

         坂戸市石井字下元宿２４５１番地２ 

 

    （乙）  埼玉県ガス協会 

 

         会 長  原  宏 

 

 

 

 

                 戸田市新曽南四丁目２番３号 帝石プロパンガス株式会社内 

 

    （丙）    社団法人日本簡易ガス協会 関東支部 埼玉県部会 

 

         部会長  大山 哲男 

 

 

 

 

         さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

 

    （丁）  埼  玉  県 

 

         埼玉県知事 上田 清司 
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（資料編Ⅱ-2-10-28）災害時における空調設備の応急対策に関する協定書    

 

 

埼玉県（以下「甲」という。）と一般社団法人埼玉県冷凍空調工業会（以下「乙」という。）は、

災害発生時の空調設備に関する応急対策の支援について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、県内又は近隣都県の避難所の空調設備の応急対策を実施することにより、被災

者の心身の健康及び生活環境の確保を図ることを目的とする。 

 

（協力の内容） 

第２条 乙は、次の支援業務について可能な限り協力する。 

（１）避難所への移動式空調機器又は移動式発電機の貸与又は提供 

（２）避難所空調設備の復旧 

 

（協力の手続） 

第３条 甲は、各避難所運営者等からの支援依頼に基づき、調整の上文書で乙に協力を依頼する。緊

急を要している場合は口頭で行い、事後において速やかに文書手続きをする。 

２ 乙は、甲からの前項の依頼により各避難所運営者等に連絡し、各避難所運営者等からの発注に基

づき支援業務を実施する。 

 

（情報の提供） 

第４条 甲は乙に対し、円滑な協力を得るために必要な情報の提供に努める。 

 

（実施の報告) 

第５条 乙は、第３条第２項の支援業務の実施について、遅滞なく甲に報告する。 

２ 甲は、前項の乙の報告があったときは、遅滞なく当該避難所運営者等にその旨通知する。 

 

（費用等） 

第６条 第３条第２項の支援業務の費用は、支援業務の発注者が災害発生直前における適正な価格に

より負担する。 

 

（損害補償） 

第７条 第３条第２項の支援業務に従事した者の負傷、疾病又は死亡等の場合に、「労働者災害補償

保険法（昭和２２年法律第５０号）」の適用がされないときの災害補償については、乙の責任にお

いて行う。ただし、「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和

３８年条例第３５号）」その他の法令の規定が適用されるときは、これらの規定による。 

 

（連絡の窓口） 

第８条 この協定の実施に関する連絡窓口は、甲は危機管理防災部化学保安課、乙は一般社団法人埼

玉県冷凍空調工業会事務局とする。 

 

（実施要領） 

第９条 この協定に規定するもののほか、協定の実施に関し必要な事項については、実施要領で定め

る。 

２ 実施要領は、甲と乙が協議して定め、変更の必要が生じたときも同様とする。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に変更の必要が生じたとき又は疑義が生じたときは、甲と乙は協議して定める。 
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（適用） 

第 11 条 この協定は締結の日から適用し、甲又は乙が協定の終了を文書で通知しない限り、継続する。 

 

  この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙署名押印の上、各１通を保有するもの

とする。 

 

 平成２７年２月１８日 

 

 

   （甲） さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

       埼玉県 

        埼玉県知事 上田 清司 

 

 

 

   （乙） さいたま市浦和区東高砂町四丁目８番 

       アドフィー東高砂１０６号 

       一般社団法人 埼玉県冷凍空調工業会 

        会   長 黒木 健之 
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